
令 和 ６ 年
３月29日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
生
活
衛
生
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

無
料
低
額
宿
泊
所
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
厚
政
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
医
師
及
び
歯
科
医
師
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
医
療
政
策
課
）

二

…
…
…
…
…
…

介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
長
寿
社
会
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
こ
ど
も
家
庭
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…

建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
建
築
指
導
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
会
計
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
訓
令

山
口
県
都
市
計
画
推
進
協
議
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
都
市
計
画
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
告
示

県
が
港
湾
管
理
者
た
る
港
湾
の
港
湾
区
域
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
港
湾
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

港
湾
区
域
の
定
め
の
な
い
港
湾
の
水
域
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
港
湾
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

建
築
主
事
及
び
建
築
副
主
事
の
所
管
区
域
等
（
建
築
指
導
課
）

六
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
議
会
訓
令

山
口
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
企
業
管
理
規
程

山
口
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
労
委
訓
令

山
口
県
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
七
号

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
山
口
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
中
「
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
」
を
「
乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等

に
関
す
る
命
令
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
号
中
「
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
の
登
録
を

受
け
た
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

無
料
低
額
宿
泊
所
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
八
号

無
料
低
額
宿
泊
所
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

無
料
低
額
宿
泊
所
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
山
口
県

規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て

は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ

一
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ル
に
重
要
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
九
号

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
口
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
記
一
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

被
災
し
た
住
宅
の
応
急
修
理

⚑

住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理

㈠

住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理
は
、
災
害
の
た
め
住
家
が
半
壊

し
、
半
焼
し
、
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
程
度
の
損
傷
を
受
け
、
雨
水
の
浸
入
等
を
放
置
す
れ

ば
住
家
の
被
害
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

㈡

住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理
は
、
当
該
修
理
が
必
要
な
部
分
に

対
し
、
合
成
樹
脂
シ
ー
ト
、
ロ
ー
プ
、
土
の
う
等
を
用
い
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
修
理
を

行
う
た
め
に
支
出
す
る
費
用
の
額
は
、
一
世
帯
に
つ
き
五
万
円
の
範
囲
内
の
額
と
す
る
。

㈢

住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理
は
、
災
害
発
生
の
日
か
ら
十
日
以

内
に
完
了
す
る
も
の
と
す
る
。

⚒

日
常
生
活
に
必
要
な
最
小
限
度
の
部
分
の
修
理

㈠

日
常
生
活
に
必
要
な
最
小
限
度
の
部
分
の
修
理
は
、
災
害
の
た
め
住
家
が
半
壊
し
、
半
焼

し
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
程
度
の
損
傷
を
受
け
、
自
ら
の
資
力
で
は
応
急
修
理
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
者
又
は
大
規
模
な
補
修
を
行
わ
な
け
れ
ば
居
住
す
る
こ
と
が
困
難
と
認

め
ら
れ
る
程
度
に
住
家
が
半
壊
し
た
者
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

㈡

日
常
生
活
に
必
要
な
最
小
限
度
の
部
分
の
修
理
は
、
居
室
、
炊
事
場
、
便
所
等
の
日
常
生

活
に
必
要
最
少
限
度
の
部
分
に
対
し
、
現
物
を
も
つ
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
修
理
を
行
う

た
め
に
支
出
す
る
費
用
の
額
は
、
一
世
帯
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
額
の
範
囲
内
の
額
と
す
る
。

⑴

⑵
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯

七
十
万
六
千
円

⑵

半
壊
又
は
半
焼
に
準
ず
る
程
度
の
損
傷
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯

三
十
四
万
三
千

円

㈢

日
常
生
活
に
必
要
な
最
小
限
度
の
部
分
の
修
理
は
、
災
害
発
生
の
日
か
ら
三
月
以
内
(災

害
対
策
基
本
法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
災
害
対
策
本
部
、
同
法
第
二
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非
常
災
害
対
策
本
部
又
は
同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
緊
急
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
災
害
に
あ
つ
て
は
、
六
月
以
内
)に
完
了
す
る
も

の
と
す
る
。

別
記
二
の
一
の
１
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

医
師
及
び
歯
科
医
師

薬
剤
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
臨
床
検
査
技
師
、
臨
床
工
学
技
士

及
び
歯
科
衛
生
士

保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師

救
急
救
命
士

土
木
技
術
者
及
び
建
築
技
術
者

大
工

左
官

と
び
職

二
三
、
四
〇
〇
円

一
四
、
五
〇
〇
円

一
四
、
一
〇
〇
円

一
四
、
九
〇
〇
円

一
六
、
二
〇
〇
円

二
二
、
四
〇
〇
円

二
〇
、
五
〇
〇
円

二
三
、
〇
〇
〇
円

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
別
記
一
の
規
定
は
令
和

五
年
四
月
一
日
か
ら
、
同
規
則
別
記
二
の
一
の
⚑
の
表
（
土
木
技
術
者
及
び
建
築
技
術
者
に
関
す
る
部

分
及
び
左
官
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

山
口
県
医
師
及
び
歯
科
医
師
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
号

山
口
県
医
師
及
び
歯
科
医
師
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
医
師
及
び
歯
科
医
師
修
学
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
六
十
年
山
口
県
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
自
治
医
科
大
学
を
除
く
。
」
を
削
る
。

二

山 口 県 報令和６年３月29日 金曜日 （号 外−13）



第
三
条
並
び
に
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
十
二
万
円
」
を
「
五
万
円
、
十
二
万
円
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
一
号

介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

介
護
保
険
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
山
口
県
規
則
第
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
か
ら
第
八
条
ま
で
を
削
る
。

第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
別
記
第
十
三
号
様
式
」
を
「
別
記
第
一
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条

を
第
二
条
と
す
る
。

第
十
条
を
削
る
。

第
十
一
条
中
「
別
記
第
十
五
号
様
式
」
を
「
別
記
第
二
号
様
式
」
に
、
「
別
記
第
十
六
号
様
式
」
を

「
別
記
第
三
号
様
式
」
に
、
「
別
記
第
十
七
号
様
式
」
を
「
別
記
第
四
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第

三
条
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
別
記
第
十
八
号
様
式
」
を
「
別
記
第
五
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
別
記
第
十
九
号
様
式
」
を
「
別
記
第
六
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
別
記
第
十
八
号
様

式
」
を
「
別
記
第
五
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
十
三
条
を
第
五
条
と
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
二
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中
「（

第
⚙
条
関
係
）

」
を
「（

第
⚒
条
関
係
）

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記

第
一
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
を
削
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
中
「（

第
11条

関
係
）

」
を
「（

第
⚓
条
関
係
）

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記

第
二
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
中
「（

第
11条

関
係
）

」
を
「（

第
⚓
条
関
係
）

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記

第
三
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
中
「（

第
11条

関
係
）

」
を
「（

第
⚓
条
関
係
）

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記

第
四
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
中
「（

第
12条

関
係
）

」
を
「（

第
⚔
条
関
係
）

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記

第
五
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中
「（

第
12条

関
係
）

」
を
「（

第
⚔
条
関
係
）

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記

第
六
号
様
式
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
二
号

山
口
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
口
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
五
号
中
「
少
年
警
察
補
導
員
」
を
「
少
年
育
成
官
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
三
号

建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
口
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
二
項
中
「
建
築
主
事
」
の
下
に
「
又
は
建
築
副
主
事
（
以
下
「
建
築
主
事
等
」
と
い

う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
八
条
中
「
建
築
主
事
は
」
を
「
建
築
主
事
等
は
」
に
改
め
、
「
上
、
」
の
下
に
「
建
築
主
事
に
あ

つ
て
は
」
を
、
「
）
を
」
の
下
に
「
、
建
築
副
主
事
に
あ
つ
て
は
建
築
副
主
事
印
（
別
記
第
四
号
様
式

二

山 口 県 報令和６年３月29日 金曜日 （号 外−13）
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の
二
）
を
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
又
は
政
令
第
百
三

十
七
条
の
十
二
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一

号
」
の
下
に
「
又
は
政
令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
」
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申

請
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
二
条
中
「
建
築
主
事
」
を
「
建
築
主
事
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
請
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
建
築
主
事
」
を
「
建
築
主
事
等
」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
⚔
号
様
式
の
⚒
（
第
⚘
条
関
係
）建
築
副
主
事
印

←
２
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル

→

山
口

県

建
築

副

主
事

印

↑メチン
ル

セ
ト

２
ー

↓

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
四
号

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

目
次
中
「
又
は
」
の
下
に
「
歳
入
等
の
」
を
加
え
る
。

第
二
条
第
六
号
中
「
山
口
県
菅
野
ダ
ム
管
理
事
務
所
」
を
「
山
口
県
菅
野
・
平
瀬
ダ
ム
統
合
管
理
事

務
所
」
に
改
め
る
。

第
四
章
第
七
節
の
節
名
中
「
又
は
」
の
下
に
「
歳
入
等
の
」
を
加
え
る
。

第
四
十
一
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
歳
入
の
徴
収
又
は
歳
入
等
の
収
納
の
事
務
の
委
託
）

第
四
十
一
条

知
事
は
、
令
第
百
七
十
三
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
歳
入
の
う
ち
、
法
第
二
百
四

十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
と
い

う
。
）
が
徴
収
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
収
入
の
確
保
及
び
住
民
の
便
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
と
認

め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
そ
の
徴
収
の
事
務
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

⚒

知
事
は
、
歳
入
等
（
法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
歳
入
等
を
い
い
、
次
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
が
収
納
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

収
入
の
確
保
及
び
住
民
の
便
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
そ
の
収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

地
方
譲
与
税
、
地
方
交
付
税
、
国
庫
支
出
金
そ
の
他
の
国
又
は
他
の
普
通
地
方
公
共
団
体
か
ら

交
付
さ
れ
る
歳
入

二

繰
入
金
そ
の
他
の
県
の
他
の
会
計
か
ら
繰
り
入
れ
る
歳
入
及
び
繰
越
金

第
四
十
一
条
の
二
を
削
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
前
二
条
」
を
「
前
条
」
に
、
「
私
人
」
を
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
に

改
め
、
「
に
歳
入
の
徴
収
又
は
」
の
下
に
「
歳
入
等
の
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
歳
入
」
の
下
に

「
又
は
歳
入
等
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
及
び
第
四
号
中
「
又
は
」
の
下
に
「
歳
入
等
の
」
を
加
え
、

同
項
第
六
号
中
「
徴
収
し
、
」
を
「
徴
収
し
た
歳
入
」
に
、
「
歳
入
」
を
「
歳
入
等
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
た
だ
し
書
中
「
前
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
県
税
（
そ
の
延
滞
金
、
過
少
申
告
加
算
金
、
不
申

告
加
算
金
、
重
加
算
金
及
び
滞
納
処
分
費
を
含
む
。
）
の
収
納
の
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
徴
収
又
は
」
の
下
に
「
歳
入
等
の
」
を
加
え
、
「
又
は
第

四
十
一
条
の
二
」
を
削
り
、
「
私
人
」
を
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
に
改
め
、
「
告
示
し
、
か
つ
」

及
び
「
、
新
聞
紙
そ
の
他
の
広
報
紙
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
方
法
」
を
削
り
、
「
公
表
」
を
「
告
示
」
に

改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
又
は
」
の
下
に
「
歳
入
等
の
」
を
加
え
る
。

第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
十
四
号
中
「
私
人
」
を
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
第
一
項
第
三
十
号
中
「
も
の
を
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の

二
号
を
加
え
る
。

三
十
一

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
主
と
し
て
飲
食
料
品
の
販
売
業
を
営
む
店
舗
で
あ
り
、
そ
の

四
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売
場
の
面
積
が
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
、
か
つ
、
営
業
時
間

が
一
日
に
つ
き
十
四
時
間
以
上
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
お
い
て
支
払
を
し
な
け
れ
ば
事
務
の

取
扱
い
に
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
経
費

三
十
二

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
（
そ
れ
を
提
示
し
若
し
く
は
通
知
し
て
、
又
は
そ
れ
と
引
換
え

に
、
商
品
若
し
く
は
権
利
を
購
入
し
、
又
は
有
償
で
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
カ
ー

ド
そ
の
他
の
物
又
は
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
を
い
う
。
）
の
利
用
に
よ
る
支
払
を
し
な
け
れ

ば
事
務
の
取
扱
い
に
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
経
費

第
七
十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
県
外
」
の
下
に
「
（
別
に
定

め
る
区
域
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
有
す
る
」
を
「
有
し
、
か
つ
、
当
該
支
払
が
県
税
に
係
る
も
の

で
あ
る
」
に
、
「
そ
の
住
所
又
は
居
所
」
を
「
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
又
は
郵
便
局
」
に
改
め
る
。

第
七
十
九
条
第
二
項
第
三
号
、
第
九
十
六
条
第
一
項
、
第
九
十
九
条
及
び
第
百
条
中
「
私
人
」
を

「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
支
出
の
事
務
の
委
託
の
公
示
）

第
百
条
の
二

知
事
は
、
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
支
出
の
事
務
を
委
託

し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
山
口
県
報
に
よ
り
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
百
七
十
八
条
中
「
第
百
六
十
五
条
の
六
第
三
項
」
を
「
第
百
六
十
五
条
の
五
第
三
項
」
に
改
め

る
。第

二
百
四
十
七
条
の
見
出
し
中
「
若
し
く
は
」
の
下
に
「
歳
入
等
の
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中

「
私
人
」
を
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
」
の
下
に
「
歳
入
等
の
」
を
加
え
、

「
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
検
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
定
期
及
び
臨
時
に
検
査

を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
二
百
五
十
条
の
二
中
「
、
別
記
第
十
七
号
様
式
」
を
「
別
記
第
十
七
号
様
式
に
よ
り
、
法
第
二
百

四
十
三
条
の
二
の
二
第
四
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
別
記
第
十
八
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
一
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
後
段
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の

八
第
一
項
後
段
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
二
条
第
一
項
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
前
段
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条

の
二
の
八
第
一
項
前
段
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
後
段
」
を

「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
後
段
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
山
口
県
菅
野
ダ
ム
管
理
事
務
所
の
項
及
び
別
表
第
三
山
口
県
菅
野
ダ
ム
管
理
事
務
所
の
出

納
員
の
項
中
「
山
口
県
菅
野
ダ
ム
管
理
事
務
所
」
を
「
山
口
県
菅
野
・
平
瀬
ダ
ム
統
合
管
理
事
務
所
」

に
改
め
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
18号
様
式
（
第
250条

の
⚒
関
係
）

（
表
）

第
号

身
分

証
明

書

所
属

職
氏
名

上
記
の
者
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
243条

の
２
の
２
第

３
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

年
月

日
発
行

山
口
県
知
事

 

（
裏
）

地
方
自
治
法
抜
粋

（
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
帳
簿
保
存
等
の
義
務
）

第
243条

の
２
の
２
（
第
１
項
及
び
第
２
項
省
略
）

３
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
前
条
、
こ
の
条
及
び
第
243条

の
２
の
４
か

ら
第
243条

の
２
の
６
ま
で
の
規
定
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
職
員
に
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
事

務
所
に
立
ち
入
り
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
帳
簿
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件

を
検
査
さ
せ
、
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書

を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
第
５
項
省
略
）

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
縦
6.5セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
９
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

山
口
県
訓
令
第
一
号

庁

中

一

般

各
出
先
機
関

山
口
県
都
市
計
画
推
進
協
議
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
都
市
計
画
推
進
協
議
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
都
市
計
画
推
進
協
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
訓
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
警
察
本
部
の
項
中
「
少
年
課
長

生
活
環
境
課
長
」
を
「
人
身
安
全
・
少
年
課
長

生
活

安
全
捜
査
課
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
百
七
号

県
が
港
湾
管
理
者
た
る
港
湾
の
港
湾
区
域
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
告
示
第
八
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

表
徳
山
下
松
港
の
項
、
三
田
尻
港
の
項
、
宇
部
港
の
項
、
小
野
田
港
の
項
、
安
下
庄
港
の
項
、
柳
井

港
の
項
、
平
生
港
の
項
、
山
口
港
の
項
、
丸
尾
港
の
項
、
厚
狭
港
の
項
、
油
谷
港
の
項
及
び
萩
港
の
項

中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

山
口
県
告
示
第
百
八
号

港
湾
区
域
の
定
め
の
な
い
港
湾
の
水
域
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
告
示
第
八
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

表
日
良
居
港
の
項
、
埴
生
港
の
項
、
小
串
港
の
項
、
仙
崎
港
の
項
、
深
川
港
の
項
及
び
須
佐
港
の
項

中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

山
口
県
告
示
第
百
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
九
項
の
規

定
に
よ
る
建
築
主
事
及
び
建
築
副
主
事
（
以
下
「
建
築
主
事
等
」
と
い
う
。
）
の
所
管
区
域
並
び
に
そ

の
取
り
扱
う
建
築
物
、
工
作
物
及
び
建
築
設
備
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

建
築
主
事
の
所
管
区
域
等
に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
年
山
口
県
告
示
第
三
百
五
号
）
は
、
令
和
六
年

三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

建
築
主
事
等

所
管
区
域

取
り
扱
う
建
築
物
、
工
作
物
及
び
建
築
設
備

山
口
県
土
木
建
築
部
建

築
指
導
課
に
勤
務
す
る

建
築
主
事
等

山
口
県
の
区
域

（
法
第
四
条
第
一

項
又
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
建
築

主
事
等
を
置
く
市

町
の
区
域
を
除

く
。
)

土
木
事
務
所
に
勤
務
す
る
建
築
主
事
等
の
取
り
扱
う
建
築

物
、
工
作
物
及
び
建
築
設
備
以
外
の
建
築
物
、
工
作
物
及
び
建

築
設
備
（
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百

三
十
八
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
八
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
又
は
工
作
物
（
そ
の
新
築
、
改
築
、

増
築
、
移
転
、
築
造
又
は
用
途
の
変
更
に
関
し
て
、
法
律
並
び

に
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
許
可

を
必
要
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
建
築
主
事
等
を
置
く
市
町
の
区
域
に
あ
る
も

の
（
以
下
「
限
定
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

岩
国
土
木
建
築
事
務
所

に
勤
務
す
る
建
築
主
事

等

各
土
木
事
務
所
の

次
に
掲
げ
る
建
築
物
、
工
作
物
及
び
建
築
設
備
（
限
定
建
築

物
等
を
除
く
。
）

一

確
認
の
申
請
に
係
る
部
分
の
階
数
が
四
以
下
で
あ
り
、
か

柳
井
土
木
建
築
事
務
所

に
勤
務
す
る
建
築
主
事

等

六
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周
南
土
木
建
築
事
務
所

に
勤
務
す
る
建
築
主
事

等

所
管
区
域
（
法
第

四
条
第
一
項
又
は

第
二
項
の
規
定
に

よ
り
建
築
主
事
等

を
置
く
市
町
の
区

域
を
除
く
。
）

つ
、
そ
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
建

築
物
（
増
築
に
よ
り
階
数
が
五
以
上
と
な
る
建
築
物
及
び
確

認
の
申
請
に
係
る
部
分
に
地
下
二
階
以
下
の
階
を
有
す
る
建

築
物
を
除
く
。
）

二

政
令
第
百
三
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
工
作
物

三

一
に
掲
げ
る
建
築
物
に
設
置
さ
れ
る
建
築
設
備
（
法
第
六

十
八
条
の
二
十
第
一
項
の
認
証
型
式
部
材
等
で
あ
る
昇
降
機

に
限
る
。
）

宇
部
土
木
建
築
事
務
所

に
勤
務
す
る
建
築
主
事

等長
門
土
木
建
築
事
務
所

に
勤
務
す
る
建
築
主
事

等萩
土
木
建
築
事
務
所
に

勤
務
す
る
建
築
主
事
等

県

議

会

山
口
県
議
会
訓
令
第
一
号

局

中

一

般

山
口
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
議
会
議
長

柳

居

俊

学

山
口
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
議
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
三
項
中
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
六
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号

ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
九
条
の
表
課
長
又
は
室
長
の
項
中
「
（
室
長
補
佐
」
を
「
（
課
長
補
佐
又
は
室
長
補
佐
」
に
、

「
室
に
」
を
「
課
又
は
室
に
」
に
、
「
室
長
が
」
を
「
課
長
又
は
室
長
が
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

企

業

局

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号

山
口
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

弘

田

隆

彦

山
口
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

山
口
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
年
山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
百
五
十
一
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
後
段
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八

第
一
項
後
段
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二

百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第

一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
二

百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

労
働
委
員
会

山
口
県
労
働
委
員
会
訓
令
第
一
号

労
働
委
員
会
事
務
局

山
口
県
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
労
働
委
員
会
会
長

近

本

佐
知
子

山
口
県
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
山
口
県
地
方
労
働
委
員
会
訓
令
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
削
り
、
第
八
号
を
第
五
号
と
し
、
第
九
号
を
第
六
号

と
す
る
。

第
六
条
の
表
事
務
局
次
長
の
項
中
「
主
査
」
を
「
主
幹
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

六
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令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


